
第15期　中間決算公告

平成２１年１２月２５日
東京都港区芝三丁目２３番１号

中央三井アセット信託銀行株式会社
取締役社長　川合　正

（単位：百万円）

科              目 金　　　　額 科              目 金　　　　額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

２０,９９４  ７０  

８９,１８０  １００,０００  

３２,２７１  ８,５２３  

未 収 収 益 ９,９０８  未 払 法 人 税 等 ３,３９７  

前 払 年 金 費 用 １３,７９３  そ の 他 の 負 債 ５,１２５  

そ の 他 の 資 産 ８,５６９  ３６５  

５７０  １３７  

３,３２４  １０９,０９６  

１,８１６  （ 純　資　産  の  部 ）

１１,０００  

２１,２４６  

資 本 準 備 金 ２１,２４６  

６,８１２  

そ の 他 利 益 剰 余 金 ６,８１２  

繰 越 利 益 剰 余 金 ６,８１２  

３９,０５８  

３  

３  

３９,０６１  

１４８,１５８  １４８,１５８  資 産 の 部 合 計

その他有価証券評価差額金

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

資 本 剰 余 金

資 本 金

預 金

コ ー ル マ ネ ー

そ の 他 負 債

中間貸借対照表（平成２１年９月３０日現在）

現 金 預 け 金

有 価 証 券

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

賞 与 引 当 金

負 債 の 部 合 計



（単位：百万円）

科              目 金              額

21,852

17,443

112

( 106 )

4,279

16

14,973

86

5,533

9,333

20

6,878

0

6,877

3,342

△ 557

2,785

4,092

経       常       収       益

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

経       常       費       用

経       常       利       益

特       別       損       失

（うち有価証券利息配当金）

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

税  引  前  中  間  純  利  益

法  人  税  等  調  整  額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

中        間       純       利        益

法   人   税   等   合   計

中間損益計算書
平成２１年４月　１日から
平成２１年９月３０日まで



 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価

格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動

平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計

上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  10 年～50 年 

その他   3 年～ 8 年  

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

３．引当金の計上基準 

(１) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上して

おります。なお、当中間期末は年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を

加減した額を超過しているため前払年金費用として計上しております。また、数理計算上

の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員

及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間期末までに発生していると認

められる額を計上しております。 

４．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 



 

 注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．担保に供している資産は、為替決済、資金決済等の担保として有価証券 88,964百万円を差   

し入れているほか、信託業法等に基づき現金預け金25百万円を差し入れております。また、

その他の資産のうち敷金は908百万円であります。 

２．有形固定資産の減価償却累計額     1,582 百万円 

３．1株当たり純資産額                 65,102円31銭 

４．銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は

31.37％であります。 

 

（中間損益計算書関係） 

1株当たり中間純利益金額         6,820円17銭 

 

 

  



 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成 21 年９月 30 日現在） 

 取得原価 中間貸借対照表 評価差額 

(百万円) 計上額（百万円） (百万円) 

債券 88,959 88,964 5 

国債 88,959 88,964 5 

合計 88,959 88,964 5 

（注）中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上し

たものであります。 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成21年9月30日現在） 

内 容 金 額(百万円） 

その他有価証券  

 非上場株式 216 

 

（金銭の信託関係） 

該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであり

ます。 

繰延税金資産 

退職給付引当金                     2,561百万円 

減価償却限度超過額                    512 

未払事業税                        262 

賞与引当金                        148 

その他                           187 

繰延税金資産合計                     3,672 

 

繰延税金負債 

 

退職給付信託設定益                                    1,329 

その他有価証券評価差額金                  2 

その他                          523 

繰延税金負債合計                     1,855 

 

繰延税金資産の純額                    1,816百万円 

 

  



信託財産残高表（平成２１年９月３０日現在）

  　 (単位：百万円）

資 　  　         産 金　　　　　額 負 　    　       債 金　　　　　額

有 価 証 券 ８０,２４１  金  銭 　　　信 　　　託 ８,８０８,５４９  

信 託 受 益 権 ２７,０６８,９４１  年  金 　　　信 　　　託 ６,５９１,２１８  

金 銭 債 権 １,４３８,１７８  投  資 　　　信 　　　託 ８,９１５,３５６  

現 金 預 け 金 ２０,４９８  金 銭 信 託以外の金銭の信託 ３７３,０４１  

有 価 証 券 の 信 託 １,３４７,９３１  

金 銭 債 権 の 信 託 １,４５８,０１２  

包  括 　　　信 　　　託 １,１１３,７５０  

合            計 ２８,６０７,８６０  合            計 ２８,６０７,８６０  

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　　２．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。

　　　３．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額　２７,０５１,６６８百万円 が含まれております。

　　　４．共同信託他社管理財産 ３,３６０,３８３ 百万円

　　　５．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

 (参考)


